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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジング（１６）と、
　前記ハウジングに取付けられた刃（１８）と、
　前記刃の端部を覆う上面を有する金属製の保持クリップ（４２）であって、各端部に設
けられ、前記ハウジング（１６）の側部を覆って下方に延在し、該ハウジングの下方側を
覆うとともに、該ハウジング内で刃（１８）を保持するように曲げられる脚部（６６，６
８）を有する保持クリップ（４２）と、を備え、
　第１てこまくら部（６２）と第２てこまくら部（６２）は、前記ハウジング（１６）の
下端から直線状に突出し、クリップの一の脚部が第１てこまくら部を覆い、クリップの他
の脚部が第２てこまくら部を覆うように、間隙をあけて設けられ、
　前記クリップの脚部（６６，６８）は、クリップの弾性限界を超えて、てこまくら部（
６２）を覆って曲げられ、
　第１てこまくら部と第２てこまくら部は、脚部を曲げることで該脚部をハウジングの下
方に位置づけるとともに刃を固定する際に加わる圧力によって、脚部で押しつぶされるこ
とを特徴とするかみそりカートリッジ（１４）。
【請求項２】
　二つのクリップ（４２）が設けられ、
　前記二つのクリップ（４２）のうちの一つずつが、ハウジングの端部の各々に設けられ
ることを特徴とする請求項１に記載のかみそりカートリッジ。
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【請求項３】
　前記てこまくら部（６２）の各々は、先細状になっていることを特徴とする請求項１に
記載のかみそりカートリッジ。
【請求項４】
　前記クリップの前記端部の各々は、該端部に隣接するノッチ（５２）を有しており、
　前記クリップの前記端部は、前記ノッチに隣接する狭部で末端になっていることを特徴
とする請求項１に記載のかみそりカートリッジ。
【請求項５】
　前記ハウジングは、該ハウジング上に前記クリップを位置決めする前記クリップの端縁
に隣接した隆起端縁（４４）を有していることを特徴とする請求項１に記載のかみそりカ
ートリッジ。
【請求項６】
　凹部（７２）が、前記てこまくら部（６２）の間であってハウジング（１６）の下方側
に設けられ、
　前記クリップの脚部の端部が前記凹部（７２）内に入れられることを特徴とする請求項
１に記載のかみそりカートリッジ。
【請求項７】
　押しつぶされたてこまくら部は、前記凹部（７２）内に入れられ、曲げられた脚部の下
に横たわることを特徴とする請求項６に記載のかみそりカートリッジ。
【請求項８】
　くさび形状部（５６）を有するハウジング（１６）と、
　前記ハウジング上に取付けられた刃（１８）と、
　前記刃を保持する金属製の保持クリップ（４２）と、を備え、
　前記くさび形状部（５６）は前記保持クリップ（４２）側に突出し、
　前記金属製の保持クリップ（４２）は、前記くさび形状部と干渉して嵌合し、前記ハウ
ジング上に該クリップを保持することを容易にする端部（５０）を有する、ことを特徴と
するかみそりカートリッジ。
【請求項９】
　前記ハウジング（１６）は、前記クリップに隣接して設けられ、該ハウジング（１６）
上に該クリップを位置決めする隆起端縁（４４）を有しており、
　前記くさび形状部（５６）は、前記隆起端縁（４４）から前記保持クリップ（４２）側
に突出することを特徴とする請求項８に記載のかみそりカートリッジ。
【請求項１０】
　前記くさび形状部（５６）は傾斜面（５８）を有しており、
　前記クリップの前記端部は、前記くさび形状部（５６）の傾斜面（５８）と係合する傾
斜面（６０）を有していることを特徴とする請求項８に記載のかみそりカートリッジ。
【請求項１１】
　前記くさび形状部（５６）は、前記クリップの端を覆うように変形され、
　前記ハウジング（１６）は、前記くさび形状部を変形させている間に、前記クリップの
前記端部を受容するために、前記クリップの端に隣接する前記ハウジングの一部において
、内側にくぼんでいることを特徴とする請求項８に記載のかみそりカートリッジ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、金属クリップによって保持される刃を有するかみそりカートリッジに関してい
る。
【０００２】
可動刃のかみそりカートリッジのデザインの１つのタイプにおいて、例えば米国特許第４
，３７８，６３４号に示されているように、刃は、剃りの間に、弾力アームに対して、カ
ートリッジハウジング内のスロット内で上下に移動可能である。ハウジング上の金属クリ
ップが、スロット内で刃を保持し、停止位置での刃の切断端縁の位置を決定する。製造時
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、刃はまずハウジング内に搭載され、その後Ｕ字形クリップがハウジング及び刃の上方に
位置決めされ、クリップの脚部がハウジングの底部の周りに曲げられる。
【０００３】
ある１つの面において、本発明の特徴は、一般に、ハウジングと、ハウジング上に取付け
られた刃と、ハウジングの周りを包むと共にハウジング上に刃を保持する金属製の保持ク
リップと、を備えたかみそりカートリッジである。ハウジングは、てこまくら部を有して
おり、それはてこまくら部の両側のハウジングの隣接する表面部を越えて外側に延びてい
る。保持クリップは、クリップの弾性限界を越えて、てこまくら部の上方で曲げられてい
る。
【０００４】
　本発明のある実施の形態は、以下の１以上の特徴を有している。ある実施の形態には、
クリップの２つの端部の各々のためのてこまくら部がある。このてこまくら部は、先細状
であり、鈍い上方面を有している。このてこまくら部は、クリップのてこまくら部上方の
曲げの間に、てこまくら部に適用される圧力によって変形されて高さが低減される。クリ
ップは、ハウジングのノッチ柱と整列されたノッチを有している。クリップは、ノッチに
隣接するクリップの狭部においててこまくら部で曲がる。ハウジングは、ハウジング上に
クリップを位置決めするクリップの端縁に隣接した隆起端縁を有している。刃は、ハウジ
ングのスロット内に可動に取付けられている。刃は、ハウジングの頂部に取付けられ、ク
リップの端部はハウジングの底部に位置付けられている。ハウジングは、曲げの間にクリ
ップの端部を受容するために、クリップの端部に隣接してくぼんでいる。
【０００５】
　他の１つの面において、本発明の特徴は、一般に、ハウジングと、ハウジング上に取付
けられた刃と、保持クリップと、を備えたかみそりカートリッジである。ハウジングは、
くさび形状部を有しており、それは隣接部を越えて外方へ延びており、クリップの端と締
まりばめ（干渉結合）してハウジング上にクリップを保持することを容易にしている。
【０００６】
　ある実施の形態では、ハウジングは、ハウジング上にクリップを位置決めするクリップ
の端縁に隣接する隆起端縁を有しており、くさび形状部はその隆起端縁から横向きに延び
ている。くさび形状部は、干渉結合部において曲がり面（angled surface）を有しており
、また、クリップの端部は、係合する曲がり面を有している。くさび形状部の一部は、干
渉結合部においてクリップの一部の上に横たわっている。
【０００７】
他の面において、本発明の特徴は、かみそりカートリッジにおいて用いるためのすでに記
述されたハウジング、及び、すでに記述されたようなハウジング及びクリップを用いてか
みそりカートリッジを組み立てる方法である。
【０００８】
　本発明の実施の形態は、１以上の以下の利点を有し得る。てこまくら部及びくさび形状
部の使用は、形成後に過大な範囲でクリップの端部を跳ね戻させることなく、より長いク
リップが使われること、及び、より厚いクリップ材料が使われることを許容する。より長
いかつより厚いクリップは、第３の刃を収容するためにより幅広にされたカートリッジハ
ウジング上での使用を容易にする。
【０００９】
本発明の他の利点及び特徴は、以下の好適な実施の形態の記述から及び請求の範囲から、
明らかである。
【００１０】
図１は、本発明によるかみそりの斜視図である。
【００１１】
図２は、図１のかみそりの刃ユニットの分解斜視図である。
【００１２】
図３は、図２の刃ユニットの部分的な底面図である。
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【００１３】
図４は、図２の刃ユニットのハウジングの、図３の４－４線による縦断面図である。
【００１４】
図５は、図４のカートリッジハウジングの、図３のＡ－Ａ線による縦断面図である。
【００１５】
図６は、図４のカートリッジハウジング周りに保持クリップを曲げるために用いられる形
成ダイを示す部分縦断面図である。
【００１６】
図７，図８及び図９は、図４のハウジング及び保持クリップを示す図３のＡ－Ａ線による
縦断面図であり、ハウジング上へのクリップの組立ての間の３つの異なる工程を示してい
る。
【００１７】
図１０は、保持クリップの端が所望の最終位置にある、組立てられた図２の刃ユニットの
図３のＡ－Ａ線による縦断面図である。
【００１８】
　図１１は、ハウジングのくさび形状部と保持クリップとの干渉結合及び重なり接触を示
す図１０の１１－１１線による部分縦断面図である。
【００１９】
図１を参照して、ひげ剃り用かみそり１０は、ハンドル１２と、交換可能なひげ剃りカー
トリッジ１４と、を備えている。カートリッジ１４は、成形されたプラスチックハウジン
グ１６を含んでおり、それは３つの刃１８と、ガード２０と、キャップ２２とを保持して
いる。カートリッジ１４はまた、プラスチックの相互連絡部材２４を含んでおり、ハウジ
ング１６がそれに回動可能に取付けられている。相互連絡部材２４は、回動可能かつ確固
としてハンドル１２に付属しており、その２つの側において回動可能にハウジング１６を
支持する２つのアーム２６を有している。カートリッジ１４は、図１では、弾力により付
勢された上方位置で示されている。
【００２０】
図２を参照して、カートリッジ１４のハウジング１６は、刃１８の基部３２の端を受容す
るための側壁３０内の内方向きのスロット２８を有している。ハウジング１６はまた、そ
れぞれ対の弾性アーム３６を有しており、各刃１８がその上に弾性的に支持されている。
刃１８は、使用中のカートリッジの洗い落としを容易にするために、側壁３０の間の実質
的な非遮断領域３８に位置付けられている。
【００２１】
キャップ２２は、潤滑なひげ剃り援助を提供すると共に、ハウジング１６の後方部のスロ
ット４０内に受容されている。キャップ２２は、従来技術において知られており、例えば
米国特許第５，１１３，５８５号および第５，４５４，１６４号に記載されているような
、疎水性材料と水溶親水性ポリマー材料との混合物を有する材料で作られ得る。これらの
文献は、この引用によってここに組入れられる。ガード２０は、使用者の肌と係合しかつ
これを引き伸ばすための、ハウジング１６の前方部に成形されたフィン状エラストマユニ
ットを有している。例えば米国特許第５，１９１，７１２号に記載されているような他の
肌係合用突起も、使用され得る。当該文献もこの引用によってここに組入れられる。
【００２２】
　金属クリップ４２は、側壁３０の隆起端縁４４の内側で、ハウジング１６のそれぞれの
側で固定されており、刃１８をハウジング１６内に保持すると共に、弾力付勢された刃１
８の切断端縁を停止位置にある時に所望の露出状態に位置決めしている。クリップ４２は
また、ハウジング１６の底部の周りを包んでおり、相互連結部材２４のアーム２６の端が
外れることを防止している。クリップ４２は、０．０１８”の厚さのアルミニウム材料で
作られており、前述の米国特許第４，３７８，６３４号で記述されたタイプのデザインの
商業的な実施の形態の刃ユニットのクリップで用いられている材料より厚い。加えて、ハ
ウジング１６の底部の周りに曲げられているクリップのアームは、前述の特許で記述され
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たタイプのデザインの商業的な実施の形態で用いられたアームより長い。なぜなら、（２
つではなく）３つの刃があるために、ハウジングが幅広であるからである。曲げられるべ
きより厚い材料かつより長いアームは、クリップをハウジングの周りに曲げる力が解除さ
れた後で、アームにより大きな範囲にわたって弾性的に戻る傾向を有させる。ハウジング
１６は、より厚くより長いクリップを所望の最終位置に保持するという特徴（以下に説明
する）を有している。
【００２３】
　図３を参照すると、クリップ４２の端部５０が、ハウジング１６のノッチ柱５４（図４
参照）に対して整列されたノッチ５２を有していることがわかる。また、ハウジング１６
が、隆起端縁４４から延びると共にクリップ４２の端部５０の曲がり面６０と接触する曲
がり面５８を有するくさび形状部５６、を有していることがわかる。くさび形状部５６（
図４参照）及びクリップ４２の接触面６０は、ハウジング１６上にクリップ４２の端を保
持することを助けるための干渉結合を形成する。
【００２４】
図４及び図５を参照すると、ハウジング１６がてこまくら部６２を有し、それはてこまく
ら部６２の両側のハウジング１６の隣接する表面部を越えて外方に延びていることがわか
る。図５に示すように、てこまくら部６２は半円状の断面を有しており、従って、先細状
でありかつ鈍い上方面を有している。
【００２５】
　製造時、刃１８は、基部３２の端をスロット２８内に挿入すると共に刃を弾性アーム３
６に対して下方に押下げることによって、ハウジング１６上に位置付けられる。組立てに
先立って、保持クリップ４２はＵ字状であり、２つの脚部を結合するＵ字部分が、隆起端
縁４４の内側のハウジング１６の上方部分と同一の外形を有する。組立前のクリップ４２
の上方部分は、従って、図２に示されているのと同じクリップ４２の上方部分の形状を有
している。組立てに先立って、Ｕ字状クリップの２つの脚部（これらの脚部は図２の各部
６６，６８に対応している）は下方に直線状に互いに平行に向けられる。脚部６６は、脚
部６８よりも短い。
【００２６】
　クリップ／ハウジング／刃の組立体（クリップ４２の上方部分が、隆起端縁４４の内側
のハウジング１６上に着座している）は、図６に示された形成ダイ１００に対して下方に
向けられる。ダイ１００の表面１０２，１０４が、ハウジング／刃／クリップの組立体か
ダイ１００により一層近付けられるにつれて、脚部６６及び６８を内側へ曲げる。このこ
とは、クリップ４２の脚部６６，６８を、ハウジング１６の底部の周りに、まず図７に示
す位置にまで曲げさせる。形成プロセスのこの段階において、脚部６６，６８の端部５０
は、てこまくら部６２と単に初期接触する。（図７乃至図１０において、刃１８の基部３
２及びアーム２６の端は、製造プロセスのこれらの段階の間及び最終的な組立体の中にお
いて存在しているが、ハウジング１６上に図示されていない。）
　図８を参照して、ダイ１００に向けてさらにハウジング／刃／クリップの組立体を押下
げると、クリップ４２の端部５０が、クリップ４２がより薄いノッチ５２近くの領域で、
てこまくら部６２の周りに曲がる傾向を有する。クリップ４２のてこまくら部６２周りの
曲げと同時に、てこまくら部６２は結果としてこの力によって押しつぶされ始め、てこま
くら部６２の押しつぶされた材料が凹部７２に向かって注がれる。同時に、クリップ４２
の曲がり面６０が、くさび形状部５６（図３）の曲がり面５８を通過して動き、ノッチ５
２がノッチ柱５４（図３及び図４）の上方を通過し始める。
【００２７】
　図９を参照して、形成ダイに向けてさらにハウジング／刃／クリップの組立体を押下げ
ることは、クリップの端７０を、それらの最も曲げられた行程の位置において、ハウジン
グ１６の凹部７２の底部と接触させる。この時、てこまくら部６２は平坦に押しつぶされ
、材料は凹部７２内に移動される。クリップの端５０は、てこまくら部６２を覆うクリッ
プの領域において、クリップ材料の弾性限界を超えて永久に曲げられる。同時に、クリッ
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し、くさび形状部５６の頂部が形成ダイ１００の突部１０６によって変形され（すなわち
、変形されて細められ）、くさび材料がクリップ４２の端をわずかに覆い、くさび形状部
５６に対して通常の弾性力を働かせる干渉結合を生成する。
【００２８】
　ハウジング／刃／クリップの組立体が形成ダイ１００から除去されると、端５０は、図
１０及び図１１に示された位置にまでわずかに弾性的に戻る傾向を有する。もっとも、そ
のような運動は、くさび形状部５６の変形されたプラスチックによって抑制される。
【００２９】
　曲がりクリップ面６０と曲がりくさび面５８との間の干渉結合と、（図１１に示すよう
に）覆うようにして変形された材料は、クリップ４２の端を所定位置に保持すると共にそ
れらがハウジング１６から外方へ動くことを抑制する傾向を有する。また、クリップ４２
のノッチ５２がノッチ柱５４を受容する。このことは、クリップ４２の端部５０を捕まえ
させ、使用中の例えばカートリッジが落とされた時に生じ得る過大な力をカートリッジが
受ける時に、クリップ４２が開くことを抑制する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明によるかみそりの斜視図である。
【図２】　図１のかみそりの刃ユニットの分解斜視図である。
【図３】　図２の刃ユニットの部分的な底面図である。
【図４】　図２の刃ユニットのハウジングの、図３の４－４線による縦断面図である。
【図５】　図４のカートリッジハウジングの、図３のＡ－Ａ線による縦断面図である。
【図６】　図４のカートリッジハウジング周りに保持クリップを曲げるために用いられる
形成ダイを示す部分縦断面図である。
【図７】　図４のハウジング及び保持クリップを示す図３のＡ－Ａ線による縦断面図。
【図８】　図４のハウジング及び保持クリップを示す図３のＡ－Ａ線による縦断面図。
【図９】　図４のハウジング及び保持クリップを示す図３のＡ－Ａ線による縦断面図。
【図１０】　保持クリップの端が所望の最終位置にある、組立てられた図２の刃ユニット
の図３のＡ－Ａ線による縦断面図である。
【図１１】　ハウジングのくさび部と保持クリップとの干渉結合及び重なり接触を示す図
１０の１１－１１線による部分縦断面図である。
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【図１０】
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